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令和３年４月より、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正され、７０歳

までの就業機会の確保（高年齢者就業確保措置）が努力義務となりました。高年齢者就業確

保措置の一つとして７０歳までの継続雇用制度の導入が設けられ、雇用の範囲が他社にま

で広げられたことから、令和３年４月より、６５歳超雇用推進助成金（６５歳超継続雇用促

進コース）においても「他社による継続雇用制度の導入」が助成対象となりました。 

 

１ 制度概要 

 

他社による継続雇用制度の導入に対する助成とは、申請事業主（以下「事業主Ａ」という。）

の雇用する６５歳以上の高年齢者が定年後または継続雇用年齢の上限に達した後に事業主

Ａが他の事業主（以下「事業主Ｂ」という。）との間で、事業主Ｂが引き続き雇用する契約

を締結し、当該契約締結に基づき、高年齢者の雇用を確保する継続雇用制度の導入又は当該

制度により定められた継続雇用年齢の引上げを実施した場合、事業主Ａに対して助成する

ものです。 

 

２ 実施の流れ 

 

実施の大まかな流れの例については以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他社による継続雇用制度の導入のご案内 

① 事業主Ａと事業主Ｂとの契約の締結 
  「事業主Ａの雇用する６５歳以上の高年齢者で定年後または継続雇用の上限に達した後に

引き続き雇用されることを希望する者を、事業主Ｂが引き続いて雇用すること」を約する
契約を締結します。 

 
 
② 就業規則の改正等 
  事業主 A、事業主Ｂは法令に基づく手続きを経てそれぞれ就業規則等を改正します。 
 
 
 
③ 事業主Ｂにおける継続雇用 
  事業主Ｂは、事業主間の契約締結に基づき、事業主Ａの従業員を継続雇用することとなり 

ます。 
   

※本助成金では制度の導入まで（①から③）を確認しますので、①から③までの実施が確
認できれば助成対象となります。 

申請事業主 他社 

事業主Ｂ 

①契約 

 

他社による 

継続雇用の契約 

②改正 

 

③継続雇用 

65 歳以上の高年齢者 

事業主Ａ Ｂ社の就業規則の改正等 

080401ver.1.1 

②改正 

 

A 社の就業規則の改正等 
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３ 支給額 

  

受け入れ先である事業主Ｂにおいて、事業主Ａの雇用する６５歳以上の者をその定年後

もしくは継続雇用終了後に引き続いて雇用する継続雇用制度の導入又は継続雇用年齢の引

き上げの実施に応じて以下の額を支給します。 

 
実施した制度 継続雇用制度の導入 

   引上げ年齢 

 

対象 

被保険者 

66～69 歳 70 歳以上 

希望者全員 対象者基準

あり 

希望者全員 対象者基準

あり 

1～３人 20 万円 16 万円 32 万円 30 万円 

４～６人 30 万円 26 万円 50 万円 45 万円 

７～９人 50 万円 40 万円 85 万円 75 万円 

10 人以上 70 万円 60 万円 105 万円 100 万円 

 
※ 支給対象となる継続雇用制度の導入とは、希望者全員継続雇用制度又は対象者基

準に該当した者を対象とした継続雇用制度を指します。また、既に対象者基準に該
当した者を対象とした６６歳以上の継続雇用制度を導入した事業主が、新たに希
望者全員継続雇用制度を導入した場合を含みます。 

※ 制度実施日の前日までに就業規則等の７０歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制
度を定めていた事業主が、新たに制度を実施した場合は、制度実施日の前日までに
定めていた事業主が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、かつ希望
者全員を７０歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した場合に限
ります。 

   

 

    本助成金は、制度の実施を行った事業主に対し、国の予算の範囲内で支給します。 

段階的な就業規則の改正等により、事業主 A が２回目の支給申請を検討する場合 

は、必ず手引き１２ページをご確認ください。 

 

４ 支給要件 

 

支給要件については以下のとおりです（「手引き」の表示がある項目については支給申請

の手引きを併せてご覧ください。）。 

（１）雇用保険の適用事業主 

 

 事業主Ａ及び事業主Ｂが雇用保険の適用事業主であること。 

 

（２）他社による継続雇用制度の導入に係る申請事業主と他社の契約 

 

 事業主Ａと事業主Ｂとで、事業主Ａの雇用する６５歳以上の高年齢者で定年後または継

続雇用後に引き続き雇用されることを希望する者を事業主Ｂが引き続いて雇用することを

約する契約を締結していること。 

 

 

注意 
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（３）制度の導入及び他社における継続雇用年齢の引上げ 

 

 事業主Ａにおいては、６５歳以上の高年齢者に関し、他社による継続雇用がある旨を事業

主Ａの就業規則等で規定していること。 
事業主Ｂにおいては、事業主Ａに雇用されていた６５歳以上の高年齢者を引き続いて継続
雇用する制度を就業規則等で規定していること。 

 

（４）労働基準監督署等への届出 

 

事業主Ａと事業主Ｂのそれぞれが、改正前及び上記（３）の改正後の就業規則について、

労働基準監督署または所轄地方運輸局長（運輸管理部含む。）（以下「労働基準監督署等」と

いう。）へ届出がされていること。 

 

（５）高年齢者雇用安定法の遵守 

 

① 上記（３）の制度の実施日から起算して６か月前の日から支給申請日前日までの間に、

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「高年齢者雇用安定法」という。）第

８条又は第９条第１項の規定と異なる定めをしていない事業主であること。 

② 高年齢者雇用安定法第９条第１項に規定する高年齢者雇用確保措置を講じていない

ことにより、高年齢者雇用安定法第１０条第２項に基づき、雇用確保措置を講ずべき

ことの勧告を受けていない事業主であること及び高年齢者雇用安定法第１０条の２

第４項に規定する高年齢者就業確保措置を適切に講じていないことにより、高年齢

者雇用安定法第１０条の３第２項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画

作成勧告を受けていない事業主であること（勧告を受け、支給申請日の前日までに是

正を図った場合を含む）。 

 

※②は事業主Ａのみの要件となります。 

 

（６） 対象被保険者 

 

支給申請日前日において事業主Ａに１年以上継続して雇用されている６０歳以上の雇用

保険被保険者であって、事業主Ａ、事業主Ｂの就業規則に規定された他社による継続雇用制

度の適用者が 1 人以上いること。 

 

（７）高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施 

 

 事業主Ａ及び事業主Ｂが支給申請日の前日において高年齢者雇用等推進者の選任（高年

齢者雇用安定法第１１条）に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること。 

 

（９）その他申請事業主（事業主Ａ）に関する要件 

 

⚫ 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のため

の調査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出、提示又は現況確認に協力する等、審査

及び調査に協力する事業主であること。 

⚫ 申請期間内（制度実施日の属する月の翌月から起算して４ヶ月以内の各月月初から 15

日まで）に申請を行う事業主であること。 

 

 

 

手引き P.47 

手引き P.26 

手引き P.23 

手引き P.32 
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５ 制度導入にあたっての留意点 

 

（１）申請事業主と他社の契約 

 

上記４（２）に係る契約書は以下の内容が確認できることが必要です（契約書の作成例に

ついては１３ページを参照）。 

 

下記①～③について契約書の内容で確認できること。 

 

① 対象となる高年齢者は、事業主Ａの雇用する６５歳以上の高年齢者で定年または継

続雇用制度において設定した年齢の上限に達した者であって引き続き雇用されるこ

とを希望する者であること。 

② ①の者について事業主Ｂが引き続いて雇用すること。 

③ 在籍出向ではないこと。 

 

 

（２）他社の継続雇用年齢の引上げの留意点 

 

制度導入にあたっては、事業主Ｂにおいて制度改正の前後で、事業主Ａによる継続雇用制

度の年齢が引き上げられていること、事業主Ｂにおいて制度導入前の定年年齢（旧定年年齢）

を上回る６６歳以上の年齢まで、事業主Ａの希望者全員を継続雇用する制度を新たに導入

すること、事業主Ｂにおいて旧定年年齢を上回る６６歳以上の年齢まで、事業主Ａの対象者

基準に該当した者を対象とした継続雇用制度を新たに導入することが必要です。 

なお、事業主Ｂにおいて、制度改正前に自社の従業員が適用される継続雇用制度が導入さ

れている場合、当該継続雇用制度の継続雇用年齢のうち、最も高いものを上回り、かつ６６

歳以上の継続雇用制度の導入であることが必要です。 

 

 

※ 事業主Ａの就業規則に規定した「他社による継続雇用制度」と事業主Ｂの就業規則に規

定した「他社による継続雇用制度」は同じ継続雇用制度である必要があります。 

※ 継続雇用年齢の引上げを実施する場合、引上げ後の年齢は、既存の他社による継続雇用

年齢を上回っている必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

６ 併給調整 

 

助成金の支給を受けることができる事業主Ａが、同一の事由により、他の国又は地方公

共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給し

ません。（手引き４０ページ） 

  

なお、事業主Ｂにおいて、新たに自社の定年引上げ等を措置する場合は、同一行為とな

りませんので、事業主Ｂの自社の定年引上げ等としての申請が可能ですが、事業主Ａの申

請において提出された就業規則等申請書類の審査が完了するまでは、申請を頂いても通

常より審査期間が延長する可能性があります。事業主Ｂにおいて申請を検討する場合は、

「事業主Ａが他社による継続雇用制度の申請を提出している」旨ご相談いただきますよ

うご協力をお願いいたします。 

 

 

  支給申請の流れ、助成金を受給できない事業主、助成金の返還、代理人等の取扱い、不正受給の

防止等については支給申請の手引きをご覧ください。 
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７ 提出書類 

 

⚫ 支給申請にあたっては、次の書類を提出してください。一部の書類は事業主Ａが事業
主Ｂから取り寄せる必要がありますのでご注意ください。 

⚫ 申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。 
⚫ 持参又は郵送による提出書類については都道府県支部で受理後、１部を事業主控えと

してお返しします。 
⚫ マイナンバー（個人番号）の記載がある書類は、黒塗りするなどしてマイナンバー

（個人番号）が見えないようにマスキング処理のうえ提出してください。 
⚫ 詳細については「９ 提出書類に係る留意事項」を併せて参照してください。 

▼ 提出書類一覧 

提出書類 

提出範囲 
提出部数 

事業主Ａ 事業主Ｂ 

必須 該 当 者 必須 該 当 者 紙申請 電子申請 

（１） 

支給申請書（様式第２号） 

（１）～（６） 

（事業主Ｂは（６）のみ） 

○  ○  ３部※１ 1 部 

記載事項補正・補足票（別紙）  ○  ○ ３部※１ 1 部 

旧就業規則に関する申立書 

（補助様式） 
 ○  ○ 

３部※１ 
1 部 

支給要件確認申立書 

（共通要領様式第１号） 
○    ３部※１ 1 部 

提出代行等に関する証明書（共通要

領様式第２号） 
〇  〇  ― 1 部 

（２） 登記事項証明書（写） ○    ２部 1 部 

（３） 
他社による継続雇用の制度導入が確

認できる就業規則等（写） 
○  〇  ２部 1 部 

（４） 
雇用保険適用事業所設置届事業主控

（写） 
○  〇  ２部 1 部 

（５） 
雇用保険の事業所別被保険者台帳等

（写） 
○    ２部 1 部 

（６） 対象被保険者の出勤簿（写） ○    ２部 1 部 

（７） 

対象被保険者の賃金台帳（１年分）

（写） 

（雇用保険加入期間が１年未満又は

休職者の場合は提出） 

 ○   ２部 1 部 

（８） 兼務役員の雇用実態証明書（写）  ○   ２部 1 部 

（９） 同居親族雇用実態証明書（写）  ○   ２部 1 部 

（10） 
他社による継続雇用制度に係る事業

主ＡとＢの契約書（写） 
○    ２部 1 部 

（11） 預金通帳等（写） ○    ２部 1 部 

（12） 
高年齢者雇用管理に関する措置を確

認する資料（写） 
○  〇  ２部 1 部 

（13） 委任状  ○   １部 1 部 

（14） 提出書類チェックリスト ○    
 

１部 

※１の書類を手書きで作成した場合は原本 1 部と写し 2 部をご提出ください。 
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８ 提出書類に係る留意事項 

 

（１）申請様式 

 

申請様式は以下のとおりです。様式の記入例は１０ページ以降を参照してください。 

 

様式名 提出範囲 

継続様式第２号（１）支給申請書 全ての申請者（事業主Ａ） 

継続様式第２号（２）規則 全ての申請者（事業主Ａ） 

継続様式第２号（３）対象被保険者 全ての申請者（事業主Ａ） 

継続様式第２号（４） 

雇用保険適用事業所等一覧表 
全ての申請者（事業主Ａ） 

継続様式第２号（５） 

他社による継続雇用 
全ての申請者（事業主Ａ） 

継続様式第２号（６） 

高年齢者の雇用管理に関する措置 

全ての申請者 

※事業主Ｂも提出が必要です 

継続様式第２号（別紙） 

記載事項補正・補足票 

 

 

様式に記載されている事由に該当し、補正等が必

要な場合のみ提出 

※事業主Ｂにおいて補正等が必要な場合は事業主

Ｂについても提出が必要です 

旧就業規則に関する申立書（補助様式） 

 

 

 

改正後就業規則施行前日において労働者の数が常

態として１０人未満の事業場において、下記（３）

の改正前の就業規則を労働基準監督署等に届け出

ていない場合は提出 

※事業主Ａ、Ｂともに該当する場合は提出が必要

です 

 

支給要件確認申立書（65 歳超雇用推進助成金）

（共通要領様式第１号） 

全ての申請者（事業主Ａ） 

 

提出代行等に関する証明書（65 歳超雇用推進助

成金）（共通要領様式第２号） 
電子申請者 

 

（２）登記事項証明書（写） 

 

 事業主Ａに関する登記事項証明書（履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書）（写）

（支給申請日前日から起算して３か月前の日から支給申請日までの間に発行されたもの）

を提出してください。 

法人格がない団体の場合は事業内容を示す定款または組織の実態が分かる書類（原本と

相違がないことを証する記載のあるもの）を提出してください。 

個人事業主の場合は所得税申告書（写）又は税務署あての開業届（写）を提出してくださ

い。 

（※）登記情報提供サービス（インターネット上で法人の登記情報を確認できるサービス） 

  から登記情報を印刷したものは、証明文や公印等が付加されないことから有効な証明

書として認めておりませんのでご留意ください。 

３部 

２部 
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（３）他社による継続雇用の制度導入が確認できる就業規則等（写） 

 

事業主Ａと事業主Ｂのそれぞれ、改正前の就業規則等と以下の内容が確認できる改正後

の就業規則等を提出してください。労働基準監督署等への届出や複数の事業場がある場合

の提出範囲等の取扱いについては支給申請の手引き４８ページ③を参照してください。 

 

事業主 規定内容 

事業主Ａ 

 

・６５歳以上の高年齢者に関し他社による継続雇用がある旨

が規定されていることが確認できるもの 

事業主Ｂ 

 

 

・他の事業主に雇用されていた６５歳以上の高年齢者を継続

雇用する制度が確認できるもの 

・事業主Ｂにおける継続雇用年齢の引上げが確認できるもの 

 

（４）雇用保険適用事業所設置届事業主控（写） 

 

事業主Ａと事業主Ｂのそれぞれ、最新のものを提出してください（雇用保険事業主事業所

各種変更届事業主控（写）でも可）。複数の雇用保険適用事業所を有する場合は、すべての

適用事業所について提出してください。 

 

（５）雇用保険の事業所別被保険者台帳等（写） 

 

 事業主Ａに関する事業所別被保険者台帳（写）または対象被保険者一人分の雇用保険被保

険者資格取得等確認通知書 (写）事業主通知用を提出してください。 

 

（６）対象被保険者の出勤簿（写） 

 

 事業主Ａに関する対象被保険者一人分について、支給申請日前日から起算して１か月分

の出勤簿を提出してください。 

 

（７）対象被保険者の賃金台帳（写） 

 

 （６）に関連して、以下に該当する場合は、在籍確認のため、対象期間の賃金台帳（写）

又は給与明細を提出してください。 

 

対象被保険者の状況 提出期間 

雇用保険資格取得日が支給申請日の前日

から起算して１年未満の日である場合 

支給申請日前日から起算して１年前の日か

ら雇用保険資格取得日までの期間 

休職者 直近の支払い 1 か月分 

 

（８）兼務役員の雇用実態証明書（写） 

 

２部 

２部 

２部 

２部 

２部 

２部 該当者のみ 

該当者のみ 
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 事業主Ａに関する対象被保険者が役員である場合は、公共職業安定所に提出された兼務

役員雇用実態証明書の写し等、支給申請日前日までに兼務役員に関する雇用保険の手続き

がなされたことが確認できる書類を提出してください。 

 

（９）同居親族雇用実態証明書（写） 

 

 事業主Ａが個人事業主で、かつ、対象被保険者が事業主Ａと同居している場合は、公共職

業安定所に提出された同居親族雇用実態証明書の写し等、支給申請日前日までに同居親族

に関する雇用保険の手続きがなされたことが確認できる書類を提出してください。 

 

（10）他社による継続雇用制度に係る事業主ＡとＢの契約書（写） 

 

 上記「５ 制度導入にあたっての留意点」（１）の内容が確認できる契約書を提出してくだ

さい。 

 

（11）預金通帳等（写） 

 

 事業主Ａに関する事業所名義の振込口座（主に事業の用に供する口座）が確認できるもの

を提出してください。 

 

（12）高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料（写） 

 

 事業主Ａと事業主Ｂのそれぞれ、継続様式第２号（６）に記載した措置内容が確認できる

資料（手引き２６ページを参照）を提出してください。 

 

（13）委任状（原本） 

 

 事業主Ａが代理人を選任し申請を行わせる場合は、委任状を提出してください（代理人に

ついては、手引き４１ページを参照）。 

 

（14）提出書類チェックリスト 

 

 事業主Ａは、上記（１）から（１３）の内容に準じてＡ４用紙で番号順に揃え、提出書類

チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上

で提出してください。 

 

 

 

  

２部 

２部 

１部 該当者のみ 

１部 

上記のほか、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出をまたは提示を求めること

があります。 

２部 

２部 該当者のみ 
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継続様式第２号（５）他社による継続雇用制度の導入

以下のとおり定義します。

※氏名については旧氏で記載することができます。

１ 事業主Ｂの情報

氏名 役職 配置日⑥高年齢者雇用等推進者の選任 雇用　花子 総務課長 令和8年4月30日

③代表者職名 代表取締役

④主たる事業所の所在地 東京都中央区銀座＊－＊－＊

⑤雇用保険適用事業所番号 1301-234567-8

申請事業主＝事業主Ａ　　申請事業主の高年齢者を引き続き雇用する他社＝事業主Ｂ

①事業主名 株式会社○○商会

②代表者氏名 雇用　次郎

 

９ 申請書の記入例 

 

継続様式第２号（５）他社による継続雇用制度の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本パンフレットに掲載されている様式以外の記入例については支給申請の手引き〇ページ以降を参照し

てください。 

 

受け入れ先の事業主Ｂ

の情報を記入してくだ

さい 

事業主Ｂにおける高年齢

者雇用等推進者の情報を

記入してください 
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提出書類チェックリスト 
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▼ 申請事業主（甲）と他社（乙）の契約書の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 
65 歳以上継続雇用制度による就業確保に関する契約書 

 

 

○○株式会社（以下「甲」という。）、△△株式会社（以下「乙」という。）は、高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68 号。以下「高年齢者雇用安定法」と

いう。）第 10 条の２第３項に規定する契約として、次のとおり締結する（以下「本契約」

という。）。 

 

第１条 乙は、甲が高年齢者雇用安定法第 10 条の２第１項第２号に基づきその雇用する高

年齢者の 70 歳までの就業を確保するための措置として導入する 65 歳以上継続雇用制度

を実施するため、甲の 65 歳以上継続雇用制度の対象となる労働者であってその定年後等

（定年後又は甲の導入する継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう）も

雇用されることを希望する者（次条において「継続雇用希望者」という。）を、その定年

後等に乙が引き続いて雇用する制度を導入する。 

  

 

第２条 乙は、甲が乙に継続雇用させることとした継続雇用希望者に対し、乙が継続雇用す

る主体となることが決定した後、当該者の定年後等の雇用に係る労働契約の申込みを遅

滞なく行うこととする。 

 

第３条 第１条の規定に基づき乙が雇用する労働者の労働条件は、乙が就業規則等により定

める労働条件による。 

 

 

以上、本契約の成立の証として本書２通を作成し、甲、乙各自１通を保有する。 

 

 

令和○年△月×日 

 

（甲）東京都○○○ 

○○株式会社 

代表取締役○○ ○○ 印 

 

 

（乙）東京都○○○ 

△△株式会社 

代表取締役○○ ○○ 印 
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▼ 就業規則等への規定の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主Ａの就業規則 

（定年） 

第〇条 当社の定年は満６８歳とし、満６８歳に達した日の属する月の末日をもって退職とす

る。 

    ２ 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由

又は退職事由に該当しない労働者については、当該労働者を引き続いて雇用すること

を約する契約を締結した他の事業主において満７５歳までこれを継続雇用する。 

 

（他社での継続雇用） 

第〇条 定年後、引き続き就業を希望する者は、希望者全員を当社が契約する他の事業主にお

いて継続雇用する。 

 

第〇条 前項の他の事業主での雇用の開始は定年退職した日の翌月の初日とする。 

 

第〇条 他の事業主での継続雇用における労働条件については同社の定めるところによる。 

事業主Ｂの就業規則 

（定年） 

第〇条 社員は満７０歳に達した日の属する月の末日をもって定年退職とする。定年後、引き

続き雇用を希望する者は、希望者全員を定年退職日の翌日から７５歳に達した日の属

する月末まで継続雇用する。 

 

（他社からの継続雇用） 

第〇条 会社は、他の事業主が雇用する６５歳以上の高年齢者が定年後または継続雇用年齢の

上限に達した後に当該労働者を引き続き雇用することができるものとする。 

 

第〇条 前条に係る継続雇用年齢の上限は７５歳に達した日の属する月末までとし、継続雇用

者の労働条件については労使で協議の上決定する。 

他社で継続雇用されることが明記されていること 

他社からの継続雇用が

規定されていること 
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MEMO 
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65 歳超雇用推進助成金に関するご相談・申請等は、下記の都道府県支部の高齢・障害者業務課

（東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課）へお問い合わせください。 

⚫ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ http://www.jeed.go.jp/ 

⚫ 申請様式、支給申請の手引きはこちら http://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/ 

 

お問い合わせ先 


